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連結子会社の解散及び清算に向けた手続き開始に関するお知らせ 
 

当社は、平成25年7月9日開催の取締役会において、連結子会社であるNPC-Meier GmbH（以下「NMG」

という）の解散及び清算に向けた手続きを開始することを決議し、今後、同社の労使協議会（Works 

Council）等と協議を開始することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 解散及び清算に向けた手続き開始の理由 

NMG は、主に欧州顧客向けに太陽電池製造装置の設計、製造、販売、保守サービスを担当し

ておりましたが、同地域における太陽電池市場の低迷が長引いていることから、主要顧客の撤

退が相継ぎ、NMG の受注及び売上高は低迷しております。今後の市場動向にも引き続き不透明

さが残っており、厳しい経営環境が継続する可能性があります。そのため、当社グループの中

長期的な展望を考慮した結果、NMG の解散及び清算に向けた手続きを開始することを決議しま

した。 

 

2. 同社の概要 

(1)名称 NPC-Meier GmbH 

(2)所在地 ドイツ ケルン市 

(3)代表者 秋田純一、Florian von Gropper 

(4)事業内容 
・太陽電池製造装置の開発・設計・製造・販売・保守サービス 

・当社の太陽電池製造装置の販売支援業務及び保守サービスの委託 

(5)資本金 25 千ユーロ 

(6)設立年月日 平成 24 年 4 月 30 日 

(7)出資者 株式会社エヌ・ピー・シー 100％ 

資本関係 当社が 100％出資しております。 

人的関係 
役員の兼任   1 名（取締役 秋田純一） 

当社からの出向 1名 

取引関係 

(平成 25 年 5月末) 

金銭の貸付、太陽電池製造装置の販売支援及び保守サー

ビスの手数料の支払等 

関係会社債権：2,037,023 千円 

関係会社債務：  11,461 千円 

(8)当社との関係 

関連当事者への 

該当状況 

当社の連結子会社であり、関連当事者に該当します。 



 

純資産 △833,474 千円 

総資産 1,141,774 千円 

売上高 1,734,329 千円 

営業利益 △430,874 千円 

経常利益 △459,917 千円 

当期純利益 △864,424 千円 

(9)経営成績及び財務状況 

（平成 24年 7月期） 

NMG は日本における有限会社扱いであるため、一株当たりの純資

産、当期純利益、配当金について該当事項はありません。 

 

3. 日程 

 平成 25年 7月より解散及び清算に向けた手続きを開始します。具体的には、ドイツの法律で

は労使協議会等との合意を取り付けるまで解散及び清算を決議することができないことから、

現地での交渉を開始し、労使協議会等との合意を取り付けた後、当社取締役会で解散及び清算

を正式に決議する予定であります。 

その後は、現地の法律に従い必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定であります。 

 

4. 解散に伴う損失額及び今後の見通し 

平成 25 年 8 月期第 3 四半期連結累計期間において、棚卸資産や固定資産に係る評価損 122

百万円を計上しております。 

また、平成 25 年 8月期の通期連結業績におきましては、解散及び清算することを前提とし、

退職金・弁護士費用・事務所解約費用等を見込んだ引当金 228 百万円を特別損失として計上す

る予定であります。また、NMG への出資金に係る為替換算調整勘定の取崩 338 百万円を特別損

失として計上する見込みであります。 

平成 25 年 8月期の通期個別業績におきましては、NMG への貸付金等の回収不能見込額 1,595

百万円を特別損失として計上する見込みであります。なお、上述した解散に伴う損失を加味し

た今後の見通しにつきましては、詳しくは平成 25年 7月 9 日開示の「業績予想の修正及び特別

損失の発生に関するお知らせ」をご覧下さい。 

 

5. その他 

同様に、平成 25 年 7 月 9日開催の取締役会において、アジア地域において当社装置の販売支

援及び保守サービスを担当している連結子会社の NPC Taiwan Co., Ltd.及び NPC Korea Co., Ltd.

を解散及び清算する手続きを開始することを決議しております。なお、業績に与える影響は軽

微であり、詳しくは平成 25 年 7月 9日開示の「平成 25年 8月期 第 3四半期決算短信」におけ

る「４．四半期連結財務諸表（６）重要な後発事象」をご覧下さい。 

 

以上 

 


